
１０月１日に施行 

平成２８年２月に施行 

 

近年の自転車事故 

近年、自転車事故の件数は減少傾向にあります。 

しかし、自転車乗車中の死者数は横ばい状態になっています。 

【平成 2９年】 

○自転車を利用中に交通事故で亡くなられた方 

→５名（内３人が高齢者） 

○傷者では 

①15～19 歳までの未成年者が１５９人（2０.９％）

②高齢者（65 歳以上）が１３７人（１８.１％） 

③15 歳未満の子どもが 1３８人（1８.２％） 

       

全国的には自転車事故による高額賠償が判決で言い渡された例も！ 

事故の相手が亡くなったり、後遺障害が

のこる大きな怪我をしてしまったりした場

合は、高額な損害賠償額が発生します。 

約 9,500 万円の賠償額が言い渡された

事故では、加害の少年の親に対して保護責

任ということで賠償命令が出ていますが、

9,500 万円など普通の家庭ではとても払え

る額ではありません。 

交通事故は被害者になっても加害者になってもその後の人生が大きく変わってしまう出来事

になります。 

自転車に乗る以上、事故のリスクは絶対にありますので、万が一の事故に備え金銭面だ

けでも補償ができるように、損害賠償保険等に加入しておくことはとても大切です。 

  

 

 

 

 

第１項 自転車利用者は、自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等

に加入しなければならない。 

  ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加

入の措置が講じられているときは、この限りでない。 
 

第２項 事業者は、その事業活動において従業者その他事業に関係する者に自転車を利用さ

せるときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。 

条例第１４条 自転車損害賠償保険等への加入 

近年の自転車事故の推移 



【業務中での賠償保険】 

○まずは、すでに保険等に加入していないかチェック！ 

「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」については、 

滋賀県のホームページに掲載しています。 

「滋賀県自転車条例」 または 

「http://www.pref.shiga.lg.jp/c/kotsu-s/shiga-bicycle-law.html」 

で検索してください。 

条例に関するお問い合わせは、  

滋賀県土木交通部交通戦略課 まで 

ＴＥＬ ０７７－５２８－３６８２  

 

 ○自転車損害賠償保険等の種類について 

【日常生活での賠償保険等】 


